
 

平成 26年 3月 14日 

今治市 契約課 

１ 使用するＩＣカード 

 

特定建設工事共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）として、電子入札に参加

する際に使用するＩＣカードは、特定ＪＶの代表者「親」のＩＣカードであり、か

つ、その代表者「親」が単体企業（※１）として今治市電子入札システム（以下「シ

ステム」という。）において利用者登録をしたＩＣカード（※２）を使用すること

とします。 
※１ 単体企業とは、単体の企業として今治市へ入札参加資格審査申請書を提出し、競争入札に

参加する資格を有すると認定された企業です。 

※２ 利用者登録を行うＩＣカードの名義は、単体企業として、今治市への入札参加資格審査申

請の際に、入札などの権限を委任した年間委任状の提出の有無により、以下のとおり異なり

ます。 

・年間委任状なし･･･会社代表者の名義 

・年間委任状あり･･･入札などの権限を委任された受任者(支店長、営業所長など)の名義 

 

２ システムの操作における注意点 

 

つぎの表のとおり、入札に参加する方（業者）がＪＶ参加に伴う操作を行うよう

になります。入札方式により、システム上の操作を行う画面が異なります。 

特定ＪＶ名（共同企業体名）を正しく入力してください。 

入札方式 操作する画面 システム上の操作方法 

事後
．．

審査型 

一般競争入札 

入札書 

（別紙１を参照） 

特定ＪＶに該当する案件には、あらかじめ

「ＪＶ参加」に□✔されています。 

「企業体名称」テキストボックスへの書き

込みが有効となっていますので、共同企業体

名（※３）を入力してください。 

事前
．．

審査型 

一般競争入札 

競争参加資格確認 

申請書 

（別紙２を参照） 
※３ 企業体名称として入力できる文字数には制限があり、全角 60文字以内です。 

 

３ 特定ＪＶで一般競争入札に参加するときの取扱い 

 

特定ＪＶを結成し一般競争入札に参加する方はつぎのとおり取り扱います。 

(１) 入札前（事前）に特定ＪＶの結成を確認したあとに、入札参加予定者（特定

ＪＶ名）を契約課掲示板に掲示します。 

(２) 当該入札を辞退するときは、原則、電子入札システムで「辞退届」提出して

ください。ただし、やむを得ない事情があるときは、ファクシミリ又は直接持参

する方法により提出できます。（※４） 

なお、事後審査型一般競争入札のときは、電子入札システムでの「辞退届」の

提出はできません。上記(２)によるファクシミリ又は直接持参する方法で提出し

てください。 

(３) 「入札書」または「辞退届」を提出しなかったときは、不誠実な行為として

取り扱うことがあります。 

※４ 別途「電子入札における「辞退届」提出方法の取扱いについて」を参照のこと。 

特定建設工事共同企業体（特定ＪＶ）の電子入札への参加方法について 



 

別紙１     事後審査型一般競争入札における入札書の提出 

（１） 入札書作成 

 
 

（２） 入札書提出 

 
 



 

別紙２  一般競争入札（事前審査型）における競争参加資格確認申請書の提出 

（１） 競争参加資格確認申請書 

 
 

（２） 競争参加資格確認申請書（エラー画面） 

 
 


